
交 姑 会 第 80号

令 和 8年 3月 4日

茨城県交通安全対策会議 協賛団体の長 殿

茨城県交通安全対策会議

会長 大井川 和彦

令和 8年 「春の全国交通安全運動」に係るポスター等の送付について

日頃から、交通安全対策につきましては格別のご尽力を賜り厚くお礼申し上げます。

内閣府から、令和 8年 「春の全国交通安全運動」ポスター及びチラシの送付がありまし

たので、下記のとおりお送りいたします。

つきましては、本運動の趣旨をご理解の上、掲示につきましてご協力をお願い申し上げ

ます。

記

春の全国交通安全運動チラシ

春の全国交通安全運動ポスター (B3横 )
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<事務局>
茨城県県民生活環境部生活文化課

安全なまちづくり推進室 吼謝H、 日切
TEL 029-301-2842 FAX 029-301-2848

Eメール seibun6@prefo ibaraki。 lg.jp
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チヤイルドンート
着用推進シンボルマーク
「カチャビョン」
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内閣府交通安全

オフインヤルウイト

狂r内閣府
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歩行者も交通ルールを守ろう安全で安心な交通環境の実現
0地域全体で通学路や生活道路における見守
り活動を推進しましょう。

●「ゾーン30プラス」の整備や通学路の点
検など、人優先の安全・安心な通行空間を

目指して対策を進めています。 0横断歩道がある場所では横断歩道を
利用し、 ドライバーに横断する意思
をしっかりと伝えて安全を確認して

から渡りましょう。

●令和8年 9月 1日から生活道路の法定速度
が 30 km/hに引き下げられます。

0「歩きスマホ」やイヤホンで音楽を聴

きながらの歩行は注意力が散漫にな

り、車の接近や周囲の状況に気づく

のが遅れるので大変危険です。
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ながらスマホゼロ!飲酒運転ゼロ!
みんなで守る命!
0スマホやカーナビを操作しながらの運転は
注意力を奪い、重大事故の原因になります。

運転に集中しましよう。

歩行者優先意識の徹底
●横断歩道に歩行者がいないことが

明らかな場合を除き、横断歩道の

手前で停止できる速度で進まなけ

ればなりません。

●飲,酉運転やあおり運転は危険で悪質な犯罪

です。わずかな飲酒でも判断力や注意力が

鈍り、事故の危険が高まるため、飲酒後の

運転は禁止です。 横断歩道では思いやりの心を忘れずに !

●横断歩行者がいる場合は必ず一時

停止をして、歩行者に道を譲りま

しよう。
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交通ルールを理解しよう
0自転車、特定小型原動機付自転車
は車両に分類されており、道路 (車

道)の左側の端に寄つて通行する
ことが原則です。

自転車安全利用五則

①車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

②交差点では信号と
一時停止を守つて、安全確認

③夜間はライトを点灯

①飲酒運転は禁止

⑥ヘルメットを着用

ヘルメット着用を徹F氏しよう !
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自転車や特定小型原動機付自転車に乗る前に、

●ヘルメットの正しい着用は

命を守る第一歩であり、万

が―の事故の際に被害を大

きく減らす効果があります。

o16歳以上の自転車の運転者による
一定の交通違反に対して交通反則

通告制度 (いわゆる「青切符」)が
適用されます。

0自転車や特定小型原動機付
自転車を利用する際は、頭

部を守るためヘルメットの

着用が重要です。

通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保 ロ
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